
衆
議
院
議
員
竹
内
猛
君
提
出
不
当
展
示
に
対
す
る
著
作
権
者
の
人
格
権
防
護
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答 

弁
書
を
送
付
す
る
。 
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（
質
問
の 

二
） 

答

弁

第

二
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内
閣
衆
質
八
二
第
二
号 

昭
和
五
十
二
年
十
月
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
保 

利 
 

茂 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

福 

田 

赳 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
竹
内
猛
君
提
出
不
当
展
示
に
対
す
る
著
作
権
者
の
人
格
権
防
護
に
関
す
る
質
問
に
対 

す
る
答
弁
書 

（一） 

い
わ
ゆ
る
贋
作
に
は
、
原
作
品
を
無
断
で
、
例
え
ば
模
写
等
に
よ
り
複
製
し
、
そ
の
複
製
物
を
あ
た
か
も
原 

作
品
の
ご
と
く
利
用
す
る
場
合
と
、
原
作
品
と
は
全
く
別
の
内
容
の
作
品
を
原
作
品
の
画
風
を
ま
ね
て
創
作 

 
 

し
、
あ
た
か
も
原
作
品
の
著
作
者
が
創
作
し
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
利
用
す
る
場
合
と
が
あ
る
と
考 

 

え
ら
れ
る
。 

前
者
は
、
著
作
権
侵
害
行
為
に
該
当
し
、
著
作
権
者
は
、
こ
の
よ
う
な
著
作
権
侵
害
者
に
対
し
、
著
作
権
法 

第
百
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
侵
害
行
為
の
差
止
の
請
求
や
損
害
賠
償
の
請
求
等
の
民
事
上
の
措
置
で
対
処
す
る 

 

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
当
該
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
定
め
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。 

後
者
は
、
画
風
が
著
作
物
に
当
た
ら
な
い
の
で
著
作
権
侵
害
と
は
な
ら
な
い
。 



 

侵
害
と
な
り
、
著
作
権
者
は
著
作
権
侵
害
者
に
対
し
、

（一）
の
場
合
と
同
様
、
侵
害
行
為
の
差
止
の
請
求
や
損
害 

 
 

し
た
が
つ
て
、
第
三
者
が
著
作
権
者
に
無
断
で
当
該
美
術
の
著
作
物
の
原
作
品
を
公
に
展
示
す
れ
ば
著
作
権 

（二） 
著
作
権
者
は
、
著
作
権
法
上
、
美
術
の
著
作
物
を
そ
の
原
作
品
に
よ
つ
て
公
に
展
示
す
る
権
利
を
専
有
す 

な
お
、
当
該
原
作
品
が
未
公
表
の
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
所
有
者
等
の
第
三
者
が
、
著
作
者
の
意
に
反 

 
 

 
 

 

し
て
当
該
原
作
品
を
公
表
す
れ
ば
、
著
作
者
人
格
権
（
公
表
権
）
の
侵
害
と
な
り
、
ま
た
、
著
作
者
が
存
し
な
く 

な
つ
た
後
に
お
い
て
も
、
著
作
者
が
存
し
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
著
作
者
人
格
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き
行 

賠
償
の
請
求
等
の
民
事
上
の
措
置
で
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
当
該
行
為
に
対
す 

る
罰
則
の
定
め
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
美
術
の
著
作
物
の
原
作
品
の
所
有
権
が
譲
渡
さ
れ
て
い
る
場 

 

合
は
、
当
該
原
作
品
の
所
有
者
又
は
そ
の
同
意
を
得
た
者
は
、
当
該
原
作
品
を
公
に
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
る 

 

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。 

る
。 

四 

 



 

五 

為
に
対
し
て
は
、
著
作
者
の
遺
族
は
、
著
作
権
法
第
百
十
二
条
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
侵
害
行 

 

為
の
差
止
等
の
措
置
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
当
該
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
定 

 

め
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




